
重点化における検査の対象者

疫学調査重点化の
対象者(※1)

調査対象者以外

有症状者 ○ ○

無症状者 △ -
※1 陽性者の同居家族、医療機関・高齢者施設・障害児者施設の濃厚接触者
※2 同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で

診断することができる

・６５歳以上
・重症化リスクのある方
・保健所長が必要と認める方

（※2）


